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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガス貯蔵システムであって、
　ある圧力下でガスを貯蔵するように構成され、ポートを有する容器と、
　前記ポートと空気連通している第１の流路と、
　第１の破裂ディスクであって、前記第１の流路内のガス流が前記第１の破裂ディスクに
よって阻止されるように前記第１の流路内に配置され、第１の破裂圧力で破裂して前記第
１の流路にガスが流れるのを可能にするように構成される、第１の破裂ディスクと、
　前記第１の流路と空気連通し、前記第１の破裂ディスクの下流にある第２の流路と、
　第２の破裂ディスクであって、前記第２の流路内のガス流が前記第２の破裂ディスクに
よって阻止されるように前記第２の流路内に配置され、前記第１の破裂圧力未満である第
２の破裂圧力で破裂して前記第２の流路にガスが流れるのを可能にするように構成される
、第２の破裂ディスクと、を備える、ガス貯蔵システム。
【請求項２】
　前記第１の破裂ディスクに穴を形成するように構成される放出デバイスを更に備える、
請求項１に記載のガス貯蔵システム。
【請求項３】
　前記容器がボトルである、請求項１に記載のガス貯蔵システム。
【請求項４】
　前記第２の流路が通気孔である、請求項１に記載のガス貯蔵システム。
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【請求項５】
　前記第１の破裂ディスク及び前記第２の破裂ディスクが金属で製作される、請求項１に
記載のガス貯蔵システム。
【請求項６】
　前記金属が、黄銅及びニッケル合金からなる群から選択される、請求項５に記載のガス
貯蔵システム。
【請求項７】
　前記第１の流路は、前記第１の破裂ディスクより下流側に位置する第３の流路を有し、
　前記第３の流路が、前記第２の流路の流量よりも少ない流量を提供するように構成され
る寸法を有する、請求項１に記載のガス貯蔵システム。
【請求項８】
　前記第１の破裂圧力が、第１の破裂圧力範囲を成し、前記第２の破裂圧力が、第２の破
裂圧力範囲を成し、前記第２の破裂圧力範囲が、前記第１の破裂圧力範囲未満である、請
求項１に記載のガス貯蔵システム。
【請求項９】
　前記第２の破裂圧力が、前記第１の破裂圧力と前記容器の最大充填圧力との間である、
請求項１に記載のガス貯蔵システム。
【請求項１０】
　ガス貯蔵システム用のレギュレータであって、
　容器のポートと空気連通するように構成される第１の流路と、
　第１の破裂ディスクであって、前記第１の流路内のガス流が前記第１の破裂ディスクに
よって阻止されるように前記第１の流路内に配置され、第１の破裂圧力で破裂して前記第
１の流路にガスが流れるのを可能にするように構成される、第１の破裂ディスクと、
　前記第１の流路と空気連通し、前記第１の破裂ディスクの下流にある第２の流路と、
　第２の破裂ディスクであって、前記第２の流路内のガス流が前記第２の破裂ディスクに
よって阻止されるように前記第２の流路内に配置され、第２の破裂圧力で破裂して前記第
２の流路にガスが流れるのを可能にするように構成される、第２の破裂ディスクと、を備
える、レギュレータ。
【請求項１１】
　前記第２の破裂圧力が、前記第１の破裂圧力未満である、請求項１０に記載のレギュレ
ータ。
【請求項１２】
　前記第１の破裂ディスクに穴を形成するように構成される放出デバイスを更に備える、
請求項１０に記載のレギュレータ。
【請求項１３】
　方法であって、
　第１の流路に沿って第１の破裂ディスクを通してガス流を提供する工程であって、前記
ガス流の圧力が第１の値であり、前記第１の流路に接続される第２の流路に沿った第２の
破裂ディスクが無傷のままである、工程と、
　前記第１の値よりも高い第２の値まで前記圧力を上昇させる工程と、
　前記圧力が前記第２の値であるときに、前記第２の破裂ディスクを破裂させる工程と、
を含む、方法。
【請求項１４】
　ガス流を提供する前記工程が、前記第１の破裂ディスクを穿刺するサブ工程を含む、請
求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　方法であって、
　第１の破裂ディスク及び前記第１の破裂ディスクの下流の第２の破裂ディスクに接続さ
れるガス貯蔵ユニット内にガスを貯蔵する工程であって、前記ガスの圧力が第１の値であ
り、前記第１の破裂ディスク及び前記第２の破裂ディスクが無傷のままである、工程と、
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　前記第１の値よりも高い第２の値まで前記圧力を上昇させる工程と、
　前記圧力が前記第２の値であるときに、前記第１の破裂ディスクを破裂させる工程と、
　前記圧力が前記第２の値であるときに、前記第１の破裂ディスクの後に前記第２の破裂
ディスクを破裂させる工程と、を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１３年１０月２１日に出願された米国仮出願第６１／８９３，４７８号
に対する優先権を主張するものであり、その開示は、参照により本明細書に組み込まれる
。
【０００２】
　（発明の分野）
　本開示は、概して、高圧ガスを貯蔵するためのシステム及び方法に関し、より具体的に
は、高圧ガスを貯蔵するシステム用の破裂ディスクに関する。
【背景技術】
【０００３】
　高圧でのガス貯蔵は、過圧が生じた場合に、ガスを放出し、ガス貯蔵ユニットの破断を
防止するために、再密閉不可能な機構が必要になる場合がある。過圧は、周囲の温度の変
化、又はガス貯蔵ユニットの過充填によって引き起こされる場合がある。例えば、火気の
近くでは、ガス貯蔵ユニットに近接する周囲の温度が変化する場合がある。そのような状
況においてガス放出機構を伴わなければ、ガス貯蔵ユニットを破断させ、周囲に損害を与
えるか、又は近くの人々に危害を加える場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　過圧が生じた場合に放出されるガスの流れを誘導し、圧力のタイムリーな排出に十分な
サイズの流路にその流れを案内するために、移動シール及び移動弁が使用されている。し
かしながら、これらの移動シール及び移動弁は、故障又はシステム障害のリスクを増加さ
せる移動部分を含む。放出されたガスが流路に流出することを可能にする新しいシステム
が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の一実施形態では、ガス貯蔵システムが提供される。このガス貯蔵システムは、
ある圧力下でガスを貯蔵するように構成され、ポートを有する容器と、ポートと空気連通
している第１の流路と、第１の破裂ディスクであって、第１の流路内のガス流が第１の破
裂ディスクによって阻止されるように第１の流路内に配置され、第１の破裂圧力でのガス
流を可能にするように構成される、第１の破裂ディスクと、第１の流路と空気連通し、第
１の破裂ディスクの下流にある第２の流路と、第２の破裂ディスクであって、第２の流路
内のガス流が第２の破裂ディスクによって阻止されるように第２の流路内に配置され、第
１の破裂圧力未満である第２の破裂圧力でのガス流を可能にするように構成される、第２
の破裂ディスクと、を備える。
【０００６】
　本開示の別の実施形態では、ガス貯蔵システム用のレギュレータが提供される。このレ
ギュレータは、容器のポートと空気連通するように構成される第１の流路と、第１の破裂
ディスクであって、第１の流路内のガス流が第１の破裂ディスクによって阻止されるよう
に第１の流路内に配置され、第１の破裂圧力でのガス流を可能にするように構成される、
第１の破裂ディスクと、第１の流路と空気連通し、第１の破裂ディスクの下流にある第２
の流路と、第２の破裂ディスクであって、第２の流路内のガス流が第２の破裂ディスクに
よって阻止されるように第２の流路内に配置され、第２の破裂圧力でのガス流を可能にす
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るように構成される、第２の破裂ディスクと、を備える。
【０００７】
　本開示の別の実施形態では、ガスを提供するための方法が開示される。この方法は、第
１の流路に沿って第１の破裂ディスクを通してガス流を提供する工程であって、ガス流の
圧力が、第１の値であり、第１の流路に接続される第２の流路に沿った第２の破裂ディス
クが、無傷のままである、工程と、第１の値よりも高い第２の値まで圧力を上昇させる工
程と、圧力が第２の値であるときに、第２の破裂ディスクを破裂させる工程と、を含む。
【０００８】
　本開示の別の実施形態では、過圧ガス放出のための方法が提供される。この方法は、第
１の破裂ディスク及び第１の破裂ディスクの下流の第２の破裂ディスクに接続されるガス
貯蔵ユニット内にガスを貯蔵する工程であって、ガスの圧力が、第１の値であり、第１の
破裂ディスク及び第２の破裂ディスクが、無傷のままである、工程と、第１の値よりも高
い第２の値まで圧力を上昇させる工程と、圧力が第２の値であるときに、第１の破裂ディ
スクを破裂させる工程と、圧力が第２の値であるときに、第１の破裂ディスクの後に第２
の破裂ディスクを破裂させる工程と、を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　本開示の性質及び目的のより完全な理解のために、添付図面と関連してなされる以下の
詳細な説明を参照するべきである。
【図１】本開示の実施形態によるガス貯蔵システムの断面図である。
【図２】図１のガス貯蔵システムの斜視図である。
【図３】本開示の別の実施形態によるガスレギュレータを示す。
【図４】本開示の別の実施形態による方法のフローチャートである。
【図５】本開示の別の実施形態による方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　破裂ディスクは、破断ディスク又は破裂膜としても知られる、再密閉不可能な圧力解放
デバイスであり、無傷のときにはチャネルを通るガス流を阻止し、（例えば、操作者の行
動を通して、又は過圧により）破断したときにはガス流を可能にするように構成される。
破裂ディスクは、温度又は圧力の変化に対して素早く反応する。一実施例において、この
反応は、数ミリ秒の範囲内であり得る。破裂ディスクは、信頼性、漏れ耐性があり、また
、低コストである。破裂ディスクは、例えば、高圧ガスが貯蔵され、システムが再充填不
可能又は再使用不可能である用途で使用することができる。
【００１１】
　図１は、カスケーディング破裂ディスクを使用した実施形態の断面図である。ガス貯蔵
システム１０は、ポート１４を有するガス貯蔵ユニット１２（すなわち、容器）を含む。
容器１２は、例えば、ガスを貯蔵するタンク、カートリッジ、シリンダー、ボトル、又は
他の密閉可能な容器であり得る。容器１２は、当業者に知られている酸素、アルゴン、他
の希ガス、窒素、空気、他の不活性ガス、又は他のガスを含むことができる。
【００１２】
　システム１０は、容器１２のポート１４と空気連通している第１の流路２２を有するレ
ギュレータ２０を含む。第１の流路２２は、容器１２から呼吸マスク又はシステムへのガ
スの放出を誘導するように構成され得る。第１の破裂ディスク２４は、第１の流路２２内
に配置され、また、第１の破裂ディスク２４が無傷のときにはいかなるガス流も不可能で
あるように、ガス流路２２を密閉するように構成される。第１の破裂ディスク２４は、デ
ィスク２４を破断させる第１の破裂圧力を有する。第１の破裂圧力は、容器１２の最大圧
力よりも高いある圧力であるように構成され得る。例えば、第１の破裂圧力は、容器１２
の最大定格圧力の１．５倍、１．７５倍、又は２倍であり得る。他の実施形態において、
第１の破裂圧力は、システム１０の動作圧力よりも高い。例えば、システム１０が、呼吸
ガスを航空機の乗客に提供することによって動作するように設計されている場合、第１の
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破裂ディスク２４は、この動作圧力よりも高い第１の破裂圧力で破裂するように構成され
得る。
【００１３】
　システム１０は、操作者又はアクチュエータによる行動に応じて、第１の破裂ディスク
２４を突き通すように構成されるストライカ（計画的ガス放出デバイス１６）を含むこと
ができる。図１及び図２に示される実施形態において、ストライカ１６は、予め負荷を加
えた付勢ばね１７とともに構成され、ピン１８は、ばね負荷を維持するために使用される
。このようにして、ピン１８が取り外されると、ばね１７がストライカ１６を第１の破裂
ディスク２４に突き通させ、よって、ガスは、第１の流路２２を通って流れることができ
る。ガスは、第１の流路２２を通って、第１の流路２２の一部であり得る第３の流路４０
（すなわち、マスク又は他のシステム／デバイスへの出力４１）に流れることができる。
この使用法は、「正常な使用」又は「計画的放出」とみなすことができる。
【００１４】
　レギュレータ２０は、第１の流路２２と空気連通し、第１の破裂ディスク２４の下流の
（すなわち、容器１２から第１の破裂ディスク２４の反対側の）第２の流路２６を備える
。第２の破裂ディスク２８は、ディスク２８が無傷のときに第２の流路２６を通るガス流
を阻止するように第２の流路２６内に配置される。
【００１５】
　第３の流路４０は、第２の流路２６の流量よりも少ない流量を提供するように構成され
る寸法を有することができるので、第３の流路４０を通る流れを制限することができる。
他の実施形態において、第３の流路４０は、システム１０の動作圧力を制限するために、
更なる圧力レギュレータ又は他のデバイスを有する。この動作圧力の制限は、システム１
０が使用される特定の用途に対して設計することができる。しかしながら、例えば容器１
２の過圧による第１の破裂ディスク２４の破裂などの緊急時において、第３の流路４０は
、ガスの放出を可能にするための十分な流量を有しない場合があるか、又は安全なガスの
放出のために十分な容積を有しない場合がある。第３の流路４０は、排出場所又は他の欠
点を有する場合があり、該流路を緊急時のガス放出に望ましくないものにする。
【００１６】
　このような事象において、容器１２の過圧による第１の破裂ディスク２４の破断の結果
としてガスが放出される場合は、高いガス圧力が第２の破裂ディスク２８を破断させ、ガ
スが第２の流路２６を通して通気される。第２の流路２６の直径又は他の寸法は、ある特
定の時間内で通気することを可能にするように、又は他の仕様を満たすように構成され得
る。例えば、０．７ＭＰａ（１００ｐｓｉａ）などの所与の試験圧力で、第２の流路２６
は、容器１２のサイズの関数である最小量の流れを可能にすることが必要になる場合があ
る。第２の流路２６を通しての通気の要件は、例えば、業界団体又は政府機関によって設
定される場合がある。
【００１７】
　第１の流路２２及び第２の流路２６は、レギュレータ２０内に形成されるパイプ、導管
、チャネルなどであり得る。第１の流路２２及び第２の流路２６は、角度付けされ得るか
、又は他の部品若しくは構成要素を含むことができる。したがって、実際の流れの幾何学
形状は、本開示に照らして当業者に明らかになるように変化し得る。第１の流路２２と第
２の流路２６との接続は、垂直又は他の角度であり得る。
【００１８】
　第１の破裂ディスク２４は、第１の流路２２に位置付けられる。この第１の破裂ディス
ク２４は、ガス貯蔵ユニット１２に貯蔵されるガスに晒される。第１の破裂ディスク２４
は、それが破裂するか、又は別様には破断若しくは破損する第１の破裂圧力を有する。い
くつかの実施形態において、第１の破裂ディスク２４は、アセンブリの一部であり得る。
そのようなアセンブリは、ガス貯蔵ユニット１２のシール又はキャップに一体化すること
ができるか、又はガス貯蔵ユニット１２自体に一体化することができる。
【００１９】
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　第２の破裂ディスク２８は、第２の流路２６に位置付けられる。この第２の破裂ディス
ク２８は、容器１２からのガス流に関して第１の破裂ディスク２４の下流にある。第２の
破裂ディスク２８は、それが破裂するか、又は別様には破断若しくは破損する、第１の破
裂圧力よりも低い第２の破裂圧力を有する。したがって、第２の破裂ディスク２８は、第
１の破裂ディスク２４よりも低い圧力で破裂する。第２の破裂ディスク２８は、ガス貯蔵
ユニット１２内のガスが第１の流路２２（及び存在する場合は、第３の流路４０）を通る
か、又はその内部に放出されるまで、加圧されていないままであり得る。第２の破裂ディ
スク２８は、ガスがガス貯蔵ユニット１２から放出された後に第１の流路２２を通って流
れているときなどの、正常な動作圧力に晒されているときに、完全性を保持するように設
計される。いくつかの実施形態において、第２の破裂ディスク２８は、アセンブリの一部
であり得る。このアセンブリは、第２の流路２６の一部であり得る。
【００２０】
　ほぼ平坦に例示されているが、第１の破裂ディスク２４及び第２の破裂ディスク２８は
、ドーム形状、湾曲形状、又は他の形状であり得る。ドーム形状は、特定の圧力での破裂
を確実にする助けとなり得、ドームの頂点は、ガス流に関していずれかの方向に向けられ
得る。第１の破裂ディスク２４及び第２の破裂ディスク２８は、ガス流に関して内向き又
は外向きに破裂し得る。第１の破裂ディスク２４又は第２の破裂ディスク２８には、破裂
圧力がガス貯蔵ユニット１２の圧力未満に下がったときに該ディスクが弱化されるような
手法で、故意に損傷を与えることができる。第１の破裂ディスク２４及び第２の破裂ディ
スク２８は、破裂時に裂け得るか、又は破裂時に取り付けられたままであり得る。
【００２１】
　ガス貯蔵ユニット１２の過圧が生じた場合は、第１の破裂ディスク２４が破裂し、次い
で、第２の破裂ディスク２８が破裂する。したがって、第１の破裂ディスク２４及び第２
の破裂ディスク２８が「カスケードする」と言われる。第３の流路４０を通る流れは、過
圧中にガス貯蔵ユニット１２の通気を可能にするには、又は第２の破裂ディスク２８の破
裂を阻止するには不十分である場合がある。したがって、ガスはまた、第１の破裂ディス
ク２４及び第２の破裂ディスク２８の双方が破裂した後に、第２の破裂ディスク２８を過
ぎて第２の流路２６通して通気することもできる。
【００２２】
　ガス貯蔵システム１０は、最大充填圧力（典型的には、特定の温度で測定される）及び
定格破裂圧力を有するように構成される。定格破裂圧力は、一例において最大充填圧力よ
りも１．５倍高いなどの、安全ガイドラインによって設定することができる。第２の破裂
ディスク２８が破裂する圧力は、最大充填圧力と、破裂圧力又は第１の破裂ディスク２４
が破裂する範囲の下限との間であり得る。第２の破裂ディスク２８は、定格破裂圧力未満
で破裂させることができる。この関係は、過圧時又は他の緊急事態時に、第１の破裂ディ
スク２４が破裂した場合に、第２の破裂ディスク２８も破裂させることを確実にする。第
１の破裂ディスク２４は、定格破裂圧力未満で、又はそれを超えて破裂させることができ
る。
【００２３】
　第１の破裂ディスク２４及び第２の破裂ディスク２８の破裂圧力範囲は、ガス貯蔵ユニ
ット１２の可能な用途に基づいて選択される。製造許容度により、一群又は多数の第１の
破裂ディスク２４及び第２の破裂ディスク２８は、特定の値ではなく特定の範囲で破裂す
るように設計され得る。
【００２４】
　圧力に関して説明されているが、第１の破裂ディスク２４又は第２の破裂ディスク２８
の製作に使用されるいくつかの材料は、より高い温度で弱化する場合があるので、第１の
破裂ディスク２４及び第２の破裂ディスク２８の破裂圧力は、温度に基づき得る。第１の
破裂ディスク２４及び第２の破裂ディスク２８が破裂する正確な圧力又は温度は、ガス貯
蔵ユニット１２が使用されている用途又は設計仕様に基づいて変化し得る。
【００２５】
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　酸素を使用する特定の一実施例において、ガス貯蔵ユニット１２の最大充填温度は、２
１℃で約２１ＭＰａ（７０°Ｆで３０００ｐｓｉｇ）である。ガス貯蔵ユニット１２の定
格破裂圧力は、最大充填圧力の１．５倍であり、３１ＭＰａ（４５００ｐｓｉ）である。
第１の破裂ディスク２４は、２８．６ＭＰａ（４１５０ｐｓｉｇ）の破裂下限及び３２．
５８ＭＰａ（４７２５ｐｓｉｇ）の破裂上限を有することができ、いずれの圧力も２１℃
（７０°Ｆ）でのものである。第１の破裂ディスク２４の公称破裂圧力は、３１ＭＰａ（
４５００ｐｓｉｇ）である。第２の破裂ディスク２８は、２７ＭＰａ（３９００ｐｓｉｇ
）の破裂下限及び２８ＭＰａ（４１００ｐｓｉｇ）の破裂上限を有することができ、いず
れの圧力も２１℃（７０°Ｆ）でのものである。
【００２６】
　第１の破裂ディスク２４の破裂上限は、ガス貯蔵ユニット１２の最大充填圧力を超えて
もよい。この破裂上限には、最大充填圧力を超える許容可能な許容度が存在する場合があ
る。第１の破裂ディスク２４と定格破裂圧力との関係は、ガス貯蔵ユニット１２が使用さ
れている用途によって変化し得る。ある実施例において、第１の破裂ディスク２４の公称
破裂圧力は、ガス貯蔵ユニット１２の最大充填圧力であり得る。この第１の破裂ディスク
２４には、公称破裂圧力を超える、又はそれ未満のいくつかの製造許容度が存在する場合
がある。例えば、最大充填圧力の約１０５％が許容上限であり得、破裂圧力の約９０％が
許容下限であり得る。正確な許容度は変化し得る。
【００２７】
　第１の破裂ディスク２４及び第２の破裂ディスク２８は、使い捨てであり得るか、又は
単回使用となるように構成され得る。各々は、金属で製作され得るが、他の材料を使用す
ることができる。第１の破裂ディスク２４及び第２の破裂ディスク２８は、材料、用途、
ガス貯蔵ユニット１２の最大充填圧力、又はガス貯蔵ユニット１２に含まれるガスに基づ
いて、様々な寸法を有することができる。一実施例において、第１の破裂ディスク２４及
び第２の破裂ディスク２８は、厚さ０．３１８ｃｍ（０．１２５インチ）未満であるが、
他の寸法が可能である。第１の破裂ディスク２４及び第２の破裂ディスク２８に使用され
る金属は、安全規則に従うように選択することができ、又はガス貯蔵ユニット１２に貯蔵
されているガスに照らして選択することができる。例えば、酸素がガス貯蔵ユニット１２
に貯蔵される場合、モネル又はインコネルのような黄銅又はニッケル合金などの酸素に安
全な金属を使用することができる。言うまでもなく、用途又はガス貯蔵ユニット１２に貯
蔵されているガスに応じて、当業者に知られている他の材料も使用することができる。
【００２８】
　第１の破裂ディスク２４及び第２の破裂ディスク２８は、熱に晒されたときに弱化する
場合がある。しかしながら、第１の破裂ディスク２４の破裂圧力範囲が第２の破裂ディス
ク２８の破裂圧力範囲を超えるという関係は、いかなる弱化によっても変化させることが
できない。これは、第１の破裂ディスク２４及び第２の破裂ディスク２８で類似する材料
又は類似する寸法を使用することによって生じさせることができる。他の設計は、熱に晒
されたときにこの関係が変化するのを防止することができる。例えば、第１の破裂ディス
ク２４及び第２の破裂ディスク２８のうちの１つは、刻み目形成され得る。一実施例にお
いて、第１の破裂ディスク２４は、Ｘ字形に刻み目形成される。他の設計も可能である。
【００２９】
　ガス貯蔵システム１０のいくつかのの実施形態はまた、計画的放出デバイス１６も含む
。この計画的放出デバイス１６は、第１の破裂ディスク２４を計画的に穿刺するように、
又は別様には穴を形成するように構成される。ある事例において、計画的放出デバイス１
６は、ストライカとして知られている場合があるが、第１の破裂ディスク２４を穿刺しな
い他のデバイスが可能である。図１において矢印で例示されているが、計画的放出デバイ
ス２４は、３面角錐、又は当業者に知られている他の設計であり得る。計画的放出デバイ
ス１６は、第１の破裂ディスク２４のいずれかの側に、又は別様には近接して位置付けら
れ得る。したがって、計画的放出デバイス１６は、単に図１で例示される設計だけに限定
されない。例えば、計画的放出デバイス１６は、ガス流に対して平行でない角度で、ドー
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ム形である第１の破裂ディスク２４の実施形態を計画的に穿刺することができる。
【００３０】
　第１の破裂ディスク２４を穿刺すること、又はそれに穴を形成することで、ガス貯蔵ユ
ニット１２に貯蔵されているガスを放出する。これは、要求に応じて行うことができる。
正常な動作中に穿刺又は穴の形成が生じた場合、第２の破裂ディスク２８は、完全性を維
持する。しかしながら、穿刺又は穴の形成の後に過圧が生じた場合に、第２の破裂ディス
ク２８が破裂する。
【００３１】
　計画的放出デバイス１６によって第１の破裂ディスク２４に形成される穴は、円形又は
他の形状であり得る。第１の破裂ディスク２４は、穿刺又は他の穴の形成が生じた場合に
第１の破裂ディスク２４を通しての所望のガス流を可能にするために、刻み目形成され得
るか、又は穿孔を含み得る。この刻み目形成は、第１の破裂ディスク２４を「花弁」にす
ることを可能にすることができる。言うまでもなく、第２の破裂ディスク２８も、刻み目
形成され得るか、又は穿孔を含み得る。第１の破裂ディスク２４は、計画的放出デバイス
１６が第１の破裂ディスク２４を通して、又は近接して配置される場合、穴又は穿孔を通
る所望のガス流量を可能にするように構成され得る。
【００３２】
　ガス貯蔵システム１０は、緊急流路又は通気が必要になる場合がある複数の用途に使用
することができる。例えば、ガス貯蔵システム１０は、航空宇宙システムの酸素タンク、
溶接システムに使用されるアルゴンタンク、潜水用途のための空気タンク、医療システム
の酸素タンクとともに、又は製造に使用される単回使用のガスキャニスタとともに使用す
ることができる。したがって、ガス貯蔵ユニット１２は、例えば半導体の製造で使用され
る異種、更には有毒種を含む場合がある。有毒種又は他の種の場合、第２の流路２６は、
種々の産業衛生システムに接続されて、通気時に人々、施設、又は環境への被害を防ぐこ
とができる。
【００３３】
　破裂ディスクの使用は、ガス貯蔵システム１０用のシールの設計を単純化するが、依然
として適正なガス基準を満たしている。破裂ディスクは、動的シール又は３－２弁の使用
を回避する。これは、複雑さ及び部品数を低減させ、信頼性を増加させる。
【００３４】
　図３を参照すると、本開示は、ガス貯蔵システムとともに使用するためのレギュレータ
２０（すなわち、容器に取り付けられるように構成されるレギュレータ）として具現化さ
れ得る。レギュレータ２０は、上で説明されるレギュレータ２０の実施形態のいずれかと
類似する場合がある。具体的には、レギュレータ２０は、容器のポートと空気連通するよ
うに構成される第１の流路２２を有する。第１の破裂ディスク２４は、ディスク２４が無
傷のときに第１の流路２２内のガス流が第１の破裂ディスク２４によって阻止されるよう
に、第１の流路２２内に配置される。第１の破裂ディスク２４は、第１の破裂圧力での流
れを可能にするように構成される。
【００３５】
　レギュレータ２０は、第１の流路２２と空気連通している第２の流路２６を有する。第
２の流路２６は、レギュレータを容器に接続したときに、ガス流に関して第１の破裂ディ
スク２４の下流にある。第２の破裂ディスク２８は、第２の流路２６内に配置される。こ
のようにして、第２の流路２６を通るガス流は、第２の破裂ディスク２８が無傷のときに
該ディスク２８によって阻止される。第２の破裂ディスク２８は、第２の破裂圧力でのガ
ス流を可能にするように構成される。第２の破裂圧力は、第１の破裂圧力未満であり得る
。
【００３６】
　本開示は、ガスを提供するための方法１００として具現化され得る（例えば、図４を参
照されたい）。方法１００は、第１の流路に沿って第１の破裂ディスクを通るガス流を提
供する工程１０３を提供する。ガス流の圧力は、第１の破裂ディスク又は第２の破裂ディ
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傷のままである。例えば、ガス流は、１０６で第１の破裂ディスクをストライカで穿刺す
ることによって１０３で提供することができる。１０９で、第１の値かつ第２の破裂ディ
スクの破裂圧力以上である第２の値まで圧力を上昇させ、上昇した圧力により、１１２で
、第２の破裂ディスクを破断（破裂）させる。
【００３７】
　他の実施形態では、過圧ガス放出のための方法２００が提供される（例えば、図５を参
照されたい）。方法２００は、２０３で、第１の破裂ディスクに接続されるガス貯蔵ユニ
ット内にガスを貯蔵することを含む。第２の破裂ディスクは、第１の破裂ディスクが無傷
の間に第２の破裂ディスクがガスに晒されないように、第１の破裂ディスクの下流に提供
される。ガス圧力は、第１及び第２の破裂ディスクの破裂圧力未満である第１の値である
。このようにして、第１及び第２の破裂ディスクは、無傷のままである。２０６で、第１
の値よりも大きい第２の値まで圧力を上昇させる。第２の値はまた、第１及び第２の破裂
ディスクの破裂圧力以上でもある。２０９で、ガスの圧力により第１の破裂ディスクを破
裂させ、ガスが第２の破裂ディスクに到達することを可能にする。２１２で、ガス圧力に
より第２の破裂ディスクを破裂させる。
【００３８】
　本開示を１つ以上の特定の実施形態に関して説明してきたが、本開示の趣旨及び範囲か
ら逸脱することなく、本開示の他の実施形態がなされ得ることが理解されるであろう。し
たがって、本開示は、添付の特許請求の範囲及びその合理的な解釈によってだけ限定され
るものとみなされる。

【図１】 【図２】
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【図５】
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